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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

　

お
知
ら
せ

被
保
険
者
証
を
送
付
し
ま
す

　

平
成
23
年
８
月
か
ら
被
保
険
者
証

が
橙
色
に
変
わ
り
ま
す
。
新
し
い
被

保
険
者
証
は
７
月
初
旬
に
簡
易
書
留

郵
便
で
送
付
し
ま
す
（
届
い
た
日
か

ら
使
用
で
き
ま
す
）。

一
部
負
担
金
の
割
合
に
つ
い
て

　

被
保
険
者
証
の
一
部
負
担
金
の

割
合
（「
１
割
」
ま
た
は
「
３
割
」）

は
、
毎
年
８
月
１
日
現
在
で
、
当
該

年
度
の
地
方
税
法
上
の
各
種
所
得
控

除
後
の
所
得
（
課
税
標
準
額
）
に
応

じ
て
変
わ
り
ま
す
。
課
税
標
準
額
が

１
４
５
万
円
以
上
あ
る
被
保
険
者
と

同
一
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
は
す

べ
て
「
３
割
」
で
す
。

基
準
収
入
額
適
用
申
請
を

　

被
保
険
者
証
の
一
部
負
担
金
の
割

合
が
「
３
割
」
の
人
で
、
一
定
の
要

件
に
該
当
す
る
人
は
、
基
準
収
入
額

適
用
申
請
を
し
、
認
め
ら
れ
る
と
負

担
割
合
を
「
１
割
」
に
変
更
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認

定
証
の
更
新
を

　

減
額
認
定
証
は
、
村
民
税
非
課
税
世
帯

に
属
す
る
被
保
険
者
が
交
付
対
象
で
す
。

　

現
在
交
付
し
て
い
る
減
額
認
定
証

の
有
効
期
限
は
７
月
31
日
ま
で
で

す
。
８
月
１
日
以
降
も
引
き
続
き
必

要
な
場
合
や
新
た
に
交
付
を
希
望
す

る
場
合
は
、
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。

<

問
い
合
わ
せ>　

・
住
民
課
保
険
年
金
グ
ル
ー
プ

・
大
阪
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

☎
06(

４
７
９
０)

２
０
２
８

　

　

国
民
健
康
保
険
料
・
後
期
高

　

齢
者
医
療
保
険
料
・
介
護
保

　

険
料
の
通
知
書
に
つ
い
て

　

前
年
中
の
収
入
や
所
得
が
確
定
し

た
こ
と
に
伴
い
、
平
成
23
年
度
の
国

民
健
康
保
険
料
・
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
・
介
護
保
険
料
を
決
定
し
ま

し
た
。
７
月
初
旬
に
保
険
料
額
決
定

通
知
書
や
納
付
書
を
送
付
し
ま
す
の

で
、
保
険
料
や
納
め
方
な
ど
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

　

各
保
険
料
は
、
仮
決
定
額
を
差
し

引
い
た
額
を
残
り
の
納
付
月
で
分
割

し
た
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
（
年
度

の
途
中
に
資
格
の
取
得
や
喪
失
が
あ

っ
た
場
合
は
、
月
割
で
計
算
し
て
い

ま
す
）。
不
明
な
点
は
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

　

国
民
健
康
保
険
料
ま
た
は
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
を
特
別
徴
収
で
納

め
て
い
る
人
へ

　

保
険
料
の
納
め
方
を「
口
座
振
替
」

に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
手

続
き
方
法
な
ど
詳
し
く
は
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

<

問
い
合
わ
せ>　

国
民
健
康
保
険
料
お
よ
び
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
に
関
す
る
こ
と

　

住
民
課
保
険
年
金
グ
ル
ー
プ

介
護
保
険
料
に
関
す
る
こ
と

　

健
康
福
祉
課
福
祉
・
子
育
て
グ
ル

ー
プ

　

非
自
発
的
失
業
者
の
国
民
健

　

康
保
険
料
が
軽
減
さ
れ
ま
す

　

非
自
発
的
失
業
に
よ
り
国
民
健
康

保
険
へ
加
入
す
る
人
に
つ
い
て
、
失

業
か
ら
一
定
の
期
間
、
前
年
の
給
与

所
得
を
30
／
１
０
０
と
し
て
算
定

し
、
保
険
料
を
軽
減
し
ま
す
。
た
だ

し
、
世
帯
に
属
す
る
そ
の
他
の
被
保

険
者
の
所
得
は
通
常
の
額
を
用
い
ま

す
。

対
象
者　

　

平
成
22
年
３
月
31
日
以
降
に
職
を

失
っ
た
65
歳
未
満
の
人
で
「
雇
用
保

険
受
給
資
格
者
証
」
の
、「
離
職
理

由
」
欄
の
「
理
由
コ
ー
ド
」
が
次
の

コ
ー
ド
の
人

特
定
受
給
資
格
者

11
・
12
・
21
・
22
・
31
・
32

特
定
理
由
離
職
者
23
・
33
・
34

※
す
で
に
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し

て
い
る
人
も
、
対
象
に
な
り
ま
す
。

※
雇
用
保
険
を
受
給
し
て
い
な
い
人

は
、
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

軽
減
期
間

　

離
職
の
翌
日
の
属
す
る
月
か
ら
、

そ
の
月
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
末

ま
で
の
期
間
で
す
。

　

再
就
職
し
て
他
の
健
康
保
険
な
ど

に
加
入
し
た
場
合
は
、
そ
の
時
点
で

終
了
し
ま
す
。

　

届
け
出
の
際
は
「
雇
用
保
険
受
給

資
格
者
証
」「
印
鑑
」
を
窓
口
に
お

持
ち
く
だ
さ
い
。

<

問
い
合
わ
せ> 

　

住
民
課
保
険
年
金
グ
ル
ー
プ

　

大
阪
府
警
察
官
募
集

受
付
期
間　

７
月
１
日
（
金
）
～
８

月
10
日
（
水
）

受
験
対
象
者　

昭
和
56
年
４
月
２
日

～
平
成
６
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま

れ
た
人

第
一
次
選
考
日　

９
月
18
日
（
日
）

<

問
い
合
わ
せ>

　

富
田
林
警
察
署　

☎
25
１
２
３
４
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　講演会「森屋のむかし話」

日時　７月 16 日（土）午後１
時 30 分～３時
場所　村立郷土資料館研修室
定員　40 人
講師　菊井　由起子　氏
費用　500 円（入館料含む）
< 申し込み・問い合わせ >

　村立郷土資料館　☎ 72-1588

　おでかけサポート！

　ハローワーク　in 河南

　・太子・千早赤阪

　ハローワーク河内長野と雇用
促進広域連携協議会（富田林市・
河内長野市・大阪狭山市・河南
町・太子町・千早赤阪村）、大
阪府総合労働事務所が連携し、
求人情報の提供と職業紹介を、
皆さんが住んでいる身近な場所
で行います。（協力：南河内地
域労働ネットワーク）
　ハローワークへは遠くて行け
ない人などは、ぜひこの機会に
お越しください（当日は出張労
働相談も同時開催します）。
日時　 ７ 月 28 日 ( 木 )　 午 後
１時～４時（受付は午後３時
30 分まで）※来場多数の場合
は、時間前に受付を終了する場
合があります。

　　寄　　付

　ご芳志は、地域福祉の向上の
ために有意義に活用させていた
だきます。　　　＜敬称略＞
社会福祉協議会善意銀行

◎松田嘉榮 ( 森屋 391)
　５万円
　亡母清子の供養として
◎川辺收 ( 川野辺 148)
　１０万円
　亡母ツタ子の供養として
< 問い合わせ >

　千早赤阪村社会福祉協議会
　☎ 72-0294

親
と
子
の
ふ
れ
あ
い
自
然
学
習
会　

自
然
と
ふ
れ
あ
う
生
物
観
察
会
に
親
子
で
参
加
し
ま
せ
ん
か
。
日
時
８
月
４
日
（
木
）
午
前
10
時
～
12
時
（
小
雨
決
行
）　

場
所
河
内
長
野
市
滝
畑　

内
容
水
生
生
物
の

観
察
体
験　

持
ち
物
筆
記
用
具
、
弁
当
、
着
替
え
な
ど
、　

交
通
河
内
長
野
駅
よ
り
無
料
送
迎
バ
ス
（
要
予
約
）　

参
加
費
無
料　

締
切
７
月
28
日
（
水
）
ま
で
、〈
問
い
合
わ
せ
〉
住
民
課
住
民
生
活
グ
ル
ー
プ

　Ｂ＆Ｇプール一般開放

　海洋センターでは、７月から
次のとおり一般開放をします。
日時　7 月 16 日 ( 土 ) ～ 8 月
31 日 ( 水 ) 午前の部　9 時 30
分 ～ 11 時 45 分 午 後 の 部 13
時 00 ～ 16 時 45 分
※休館日 ( 月曜日祝日の場合
翌日 ) および水泳教室開催時

（7/26 ～ 7/30 午後の部）は一
般開放を行いません。
< 問い合わせ >

　海洋センター　☎ 72-7183

　テニス初・中級者講習会

　村テニス連盟では、初 ･ 中級
者を対象に第 50 回講習会を開
催します。
日時　7 月 17 日 ( 日 ) ～ 毎 週
日曜日午後 1 時～（全 6 回）
場所　村立テニスコート
費用　4,000 円
定員　20 人 ( 先着順 )

場所　河南町役場４階大会議室
持ち物　ハローワークカード

（持っている人）
《同時開催：出張労働相談》
　労働者または使用者からのさ
まざまな労働問題に関する相談
を、内容に応じた知識や情報の
提供、問題解決に向けての留意
点などのアドバイスを行います。
その他（今後の求人関係の日程）
　 ９ 月 15 日 ( 木 )　 求 人・ 求
職情報フェア（すばるホール：
富田林市）
< 予約・問い合わせ >

　地域振興課むらづくりグループ

しました。その費用は下水道の
建設費の一部に使用します。
  納付書は、７月上旬に賦課対
象となる土地の所有者または地
上権者に郵送します。
　支払いは、「分割」か「一括」
のどちらでも可能です。
※分割で支払いの場合⇒３年分割
で年２回計６回で納付できます。
※一括納付の場合⇒初年度の第
１期納期限（７月３１日）まで
に一括納付されると報奨金（負
担金・分担金額の 14％相当額）
を差し引いた金額で納めればよ
いことになるので、大変お得です。
< 問い合わせ >

　上下水道課上下水道グループ

受付　7 月 10 日 ( 日 ) まで
< 申し込み・問い合わせ >

　中野　義信　☎ 72-7519

「第６回千早地区手づくり

     技業 (わざわざ）展」開催

　冨貴蘭の展示や、木工、創作陶芸、
チェンソーアートなど、手づくり作
品がならびます。手づくりのちまき
や茶がゆの販売も行われます。
日時　７月 16 日（土）午前９時～
午後５時、17 日（日）午前９時～
午後３時 30 分
場所　多聞尚学館（体育館）駐車場
あり
< 問い合わせ > 
　技業展実行委員会（大西）
　☎ 090-3724-7361
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介
護
保
険
料
の
納
付

平
成
23
年
度
第
１
号
介
護
保
険
料
の
第
４
期
（
７
月
分
）
の
納
期
限
は
、
平
成
23
年
８
月
１
日
（
月
）
で
す
。

口
座
振
替
は
、
７
月
22
日
（
金
）
で
す
。〈
問
い
合
わ
せ
〉
健
康
福
祉
課
福
祉
・
子
育
て
グ
ル
ー
プ

3

下水道

  下水道事業受益者負担金・

  分担金の第１期納期は

  ７月３１日まで－

　８月から下水道を使用 ( 供用 )
開始する区域の関係する人に、
下水道事業受益者負担金を決定

　福祉
　７月は障害基礎年金　

　現況届の提出月です

　20 歳前の障害により障害基
礎年金を受けている人は、日本
年金機構から送付された「国民
年金受給者現況届」を 7 月 29
日（金）までに提出してくださ
い。また、障害の認定期間が定

　国民年金保険料の

　免除制度

　経済的な理由などで国民年金
保険料を納めることが困難な場
合、免除申請をしてください。
認められれば、全額または一部
免除されます。ただし、一部免
除の場合、保険料を納めなけれ
ば未納期間となります。
　免除された期間は、年金を受
けるために必要な期間に含まれ
ますが、老齢基礎年金の年金額
は、保険料を全額納めた期間と
比べて 1 ／ 2（一部免除の場合
は、免除の内容によって異なる）
の計算になります。
申請に必要なもの

年金手帳・印鑑
※前年度または今年度に失業し
た場合、離職した日を確認でき
る公的機関の証明書（離職票・
雇用保険受給資格者証など、コ
ピー可）があれば退職を考慮し
た審査の特例があります。
< 問い合わせ >　
・住民課保険年金グループ
・天王寺年金事務所
　☎ 06（6772）7531 ㈹
   

　老人医療（一部負担

  金相当額等一部助成）

  医療証の更新を

　現在交付している老人医療証
（黄色）の有効期限は 7 月 31
日（日）です。
　対象者には、更新手続き場所
や必要なものを記載した通知を

国民年金

　年金相談

　国民年金・厚生年金などの相
談に応じる「年金なんでも相談」
を行います。
　厚生年金被保険者証や年金手
帳などの記号番号や加入脱退の
年月日、または、過去の履歴な
どがわかるものを持参すれば、
より具体的な説明が受けられま
す。また、日ごろ、年金につい
て不明な点があれば、ぜひこの
機会に相談ください。
日時　７月 28 日（木）
・午前 10 時～ 11 時 30 分（い
きいきサロンくすのき健康相談
室）
・午後 1 時～ 3 時（いきいきサ
ロンやまゆり多目的室）
< 問い合わせ >　
　住民課保険年金グループ

薬物乱用は、「ダメ。ゼッタイ」

普及運動実施中です。

められていて、今回診断書を提
出する必要がある人は、あわせ
て提出してください。
　期限までに提出されない場合
は、年金の支払いが一時差し止
めになります。
< 問い合わせ >　
　住民課保険年金グループ

郵送します。また、これまで所
得制限により受給資格がなかっ
た人も、所得が低下した場合、
受給資格が発生することがあり
ますので、問い合わせください。
　 更 新 手 続 き は、7 月 28 日

（ 木 ）・29 日（ 金 ） の 2 日 間、
保険年金グループ窓口または、
小吹台連絡所で行います。
< 問い合わせ >　

　住民課保険年金グループ

　親子で空中散歩

　リフレッシュ事業のご案内

　村では、子育て支援の一環と
して親子の絆を深めることを目
的に村内在住で小学生以下の児
童がいる家庭に金剛山ロープ
ウェイの往復乗車券引換券を支
給します。
　金剛山山頂付近は、澄んだ空
気と四季折々の花々、杉木立な
ど自然がいっぱいです。ぜひ、
親子で金剛山を満喫してください。
　詳しくは、対象家庭に送付し
た案内をご覧ください。
< 問い合わせ > 

　健康福祉課福祉・子育てグループ



もえるごみ

　（火・金曜日）

７月１日（金）

５日（火）・８日（金）

12 日（火）・15 日（金）

19 日（火）・22 日（金）

26 日（火）・29 日（金）

８月２日（火）

粗大ごみ

（第 1水曜日）

７月   ６日（水）

８月   ３日（水）

プラスチック製容器

（第 2・４木曜日）

７月 14 日（木）

      28 日（木）

ペットボトル

（第 3木曜日）

７月 21 日（木）

空カン・空ビン

（第 4水曜日）

７月 27 日（水）

  し　尿　収　集

  ご    み   収    集

各地区ミゼット車 ７月 18 日（月）

予定

川野辺、水分、

二河原辺、桐山、

吉年

７月 28 日（木）

予定

千早、東阪、

小吹、中津原、

森屋

７月 29 日（金）

予定

  相　   　　　談

　　人の動き

心配ごと
７月７日（木）・21 日（木）

８月４日（木）

児　　童
７月７日（木）

８月４日（木）

行　　政 ７月 21 日（木）

時間　午後 1時～３時

場所　保健センター１階 (相談室）

人権

毎日(土日祝、年末年始を除く)

午前９時～午後５時

※事前に電話予約ください。

(太子町・河南町役場でも相談

できます）

〈問い合わせ〉住民課住民生活グループ

　　　　　　健康診査＆相談など
種類 月日 受付 対象

健

診

1 歳６か月児健康診査 ７月 13 日 ( 水） 午後 1 時～ 1 時 10 分 平成 21 年 10 月～ 12 月生
３歳６か月児健康診査 午後 1 時 45 分～ 1 時 55 分 平成 19 年 10 月～ 12 月生
２歳児歯科検診

７月 22 日（金）

午後 1 時～ 1 時 15 分 平成 21 年 4 月～ 6 月生

歯科フォロー健診

1 歳６か月・2 歳フォロー

午後 1 時 45 分～ 2 時 00 分
1 歳６か月・2 歳・3 歳 6

か月児健診で虫歯になり

やすいと判定された幼児
3 歳６か月フォロー

午後 2 時 15 分～ 2 時 30 分
４か月児健康診査 7 月 27 日（水） 午後 1 時～１時 10 分 平成 23 年 2・3 月生
１歳児健康診査 午後１時 15 分～１時 25 分 平成 22 年 6・7 月生

広

場

のびのびひろば

（親と子の交流会）

7 月 4 日・11 日・

25 日・8 月 1 日（月）

7 月 19 日（火）
午前 10 時～ 11 時 30 分

就学前の乳幼児と保

護者

あかちゃん広場

（交流会・遊び・相談） 7 月 20 日 ( 水 )

0 ～ 1 歳 ご ろ ま で の

乳幼児
なかよし広場

（親と子の交流会）

0 歳～幼稚園入園前の

乳幼児と保護者

相

談

無料弁護士相談・

保健師こころの相談
７月 8 日（金）

午後 2 時～

（要予約、1 人 30 分程度）

（プライバシーは守ります）

借金・家庭・労働問題など

法律相談を希望する人（こ

ころの相談もあります）
歯科衛生士による

個別歯科相談
７月 25 日（月）

午後 2 時～午後 3 時 30 分

（要予約）

歯・歯ぐき・入れ歯に関

する相談を希望する人
保健師による健康

相談 ( 電話・来庁 )
７月 26 日（火）

午前 10 時～正午

( 来庁の場合要予約 )

健 康・ 育 児・ 介 護 な

ど相談を希望する人

個別健康栄養相談 ７月 29 日 ( 金 ) 午後 1 時 30 分～（要予約）

食事療法が必要な人、

健康のため食生活を

改善したい人
※個別禁煙相談は希望に応じて随時実施します（要予約）

保
健
セ
ン
タ
ー　
　

☎
72
０
０
６
９

　　総人口　　6,149 人（－ 10）

　　男　　　　2,922 人（－ 6）

　　女　　　　3,227 人（－ 4）

　　世帯数　　2,365 戸（－ 1）

　５月末日現在、（　）は対前月比較

平成 23 年 7 月号　　　千早赤阪村
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　そろスタ☆ヘルスアップ教室

日時および内容

7 月 26 日 ( 火 ) 午前 10 時～正午「５歳若く見えるための体操」健康運動指導士の実技

7 月 29 日 ( 金 ) 午前 10 時～正午「血圧を上げない食事のコツ」栄養士の講義と試食

（詳しくは 6 月号に記載）

< 申し込み・問い合わせ > 健康福祉課健康グループ（保健センター）

　ポリオ予防接種

月日　7 月 6 日 ( 水 ) 受付　午後 1 時～２時 30 分

場所　保健センター　　   対象　生後 3 カ月以上 90 カ月未満 

費用　無料

備考　母子手帳、予診票持参。　下痢の人は受けられません。

　　　平熱が 37℃以上の人は接種前１週間分の体温を記録して持参ください。

　　　 1 歳を過ぎたら､ まずＭＲ ( 麻しん風しん混合ワクチン ) の予防接種を受けましょ

　　　う｡ 　　　　　　　　　< 問い合わせ > 健康福祉課健康グループ ( 保健センター )
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　　 「社会を明るくする運動」強調月間　　７月１日～３１日

　社会を明るくする運動は、すべての国民が犯罪の防止と、罪を犯した人たちの更生
について理解を深め、それぞれの立場で力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を
　　　　　　築こうとする全国的な運動です。千早赤阪村、富田林市、太子町、河南
　　　　　　町の地区保護司会、更生保護女性会では、７月１日から 31 日まで強調
　　　　　　月間として、ミニ集会や啓発物品の配布などさまざまな行事を行います。
　　　　　　〈問い合わせ〉健康福祉課福祉・子育てグループ


